
 

 

長野県気候危機突破方針 

〜県民の知恵と行動で「持続可能な社会」を創る〜 

 

本方針は、2019 年 12 月６日に行った「気候非常事態宣言（2050 ゼロカーボンへの

決意）」の理念を具現化するため、長期的視点で取り組んでいく施策の方向性と高い目標

をとりまとめた、長野県の気候変動対策の基本的な方針です。 
 

地球温暖化に起因すると考えられる災害等が世界各地で頻発し、気候変動は今や人類

共通の課題となっています。 

地球温暖化が深刻な問題として注目され始めた 1970 年代以降も、全世界で人為的な

二酸化炭素排出量は増加し続けています。IPCC（国連の気候変動に関する政府間パネ

ル）の報告書では、気候システムの温暖化は疑う余地がないこと、人間活動が近年の温暖

化の支配的な要因であった可能性が極めて高いこと、二酸化炭素など温室効果ガスの継続

的な排出により、人々や生態系にとって深刻で広範囲にわたる不可逆的な影響が生じる可

能性が高まること、などが示されています。また、このままでは、豪雨の頻度の増加、熱帯低気

圧の強度の増大、海面水位の上昇、生態系の改変、食料価格の上昇及び食料不足など、

私たちの暮らしに甚大な影響が生じることになると警鐘を鳴らしています。こうした「非常事態」

を座視すれば、人類の生存すら脅かしかねない過酷な環境の地球を次の世代に引き継ぐこと

になってしまうのです。 
 

アメリカ先住民には、「どんなことも７世代先まで考えて決めなければならない」との教えがあ

るといわれています。長野県は、これまで、日本アルプスの雄大な山々、そこで育まれる美しい

森林や水資源など、四季折々の変化に富んだ豊かな自然の恵みの下、歴史を刻み、文化

を築き上げてきました。この素晴らしい環境を先人たちから引き継いだ私たちは、今を生きる者

の責任として、未来を生きる世代のためにも、気候変動対策にしっかりと向き合わなければな

りません。 
 

この気候危機とも言える事態を回避・軽減するためには、2050 年前後に二酸化炭素の

排出量を実質ゼロ（ゼロカーボン）にし、世界の気温上昇を「1.5℃」以内に抑えることが重

要です。その実現には、エネルギーはもとより、建築物や交通を含むインフラ、各種産業活動

や日常の生活など社会システム全般において、急速かつ広範囲にわたり脱炭素化を進めるこ

とが必要です。 
 

私たちに残されている時間はあとわずかです。化石燃料に大きく依存した現在の経済社会

構造を転換するため、直ちに行動を起こし、従来の延長線上にない「新たな道」を切り拓いて

進まなければなりません。ゼロカーボンを達成するためには、私たち一人ひとりの意識や行動の

変容、新たな法制度やルールの創設などが必要とされ、その道のりは決して平坦なものではな

いでしょう。 

 

［ 長野県は「SDGs 未来都市」です ］ 
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